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交通政策基本計画 （原案）について

１ 基本計画の前提１．基本計画の前提

○交通政策基本法（平成25年法律第92号）に基づく交通政策基本計画の記載事項
（１）交通に関する施策の基本的方針
（２）交通に関する施策の目標
（３）交通に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
（４）その他必要な事項

○計画期間 ： 2014年度（平成26年度）～2020年度（平成32年度）

２．基本計画の構成

○交通に関する施策の基本的方針
Ａ．豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現
Ｂ．成長と繁栄のための基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築
Ｃ．持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり

○交通に関する施策の目標
交通政策基本法の規定を踏まえ 計画期間内に目指すべき「目標 及びその趣旨を記載・交通政策基本法の規定を踏まえつつ、計画期間内に目指すべき「目標」及びその趣旨を記載

・目標に向けた達成状況を評価するための数値指標を設定

○交通に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
「目標」の各々について、計画期間中に取り組むべき主要な施策として、これまでの取組を更に推進していくものに加え、「目標」の各々について、計画期間中に取り組むべき主要な施策として、これまでの取組を更に推進していくものに加え、

取組内容を今後新たに検討するものについても、積極的に記述。

３．スケジュール

1
○交通政策審議会・社会資本整備審議会（計画部会・小委員会）において、６月に中間とりまとめ（素案）を、８月に中間とりまとめ（案）

を審議。

○今後、パブリックコメント等を経て、年内を目途に交通政策基本計画を閣議決定予定。



交通政策基本計画（原案）の概要

【本計画が対応すべき社会・経済の動き】

Ａ．豊かな国民生活に資する使いやすい交通
の実現

Ｂ．成長と繁栄の基盤となる国際･地域間の
旅客交通･物流ネットワークの構築

Ｃ．持続可能で安心・安全な交通に向けた基
盤づくり

基
本
的

方
針

（１）人口急減、超高齢化の中での個性あふれる地方創生 （２）グローバリゼーションの進展 （３）巨大災害の切迫、インフラの老朽化
（４）地球環境問題 （５）ICTの劇的な進歩など技術革新の進展 （６）東日本大震災からの復興 （７）2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催

実現

【日常生活の交通手段確保】(16条)
【高齢者､障害者､妊産婦等の円滑な移動】(17条)
【交通の利便性向上､円滑化､効率化】(18条)
【まちづくりの観点からの施策推進】(25条)

旅客交通 物流 ッ ク 構築

【産業･観光等の国際競争力強化】(19条)
【地域の活力の向上】(20条)
【観光立国の観点からの施策推進】(26条)
【国際連携確保・国際協力】(30条)

盤 くり

【運輸事業等の健全な発展】(21条)
【大規模災害時の機能低下抑制、迅速な回復】

(22条)
【環境負荷の低減】(23条)

基
本
法
上
の

国
の
施
策

①自治体中心に、ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ化等まちづくり施
策と連携し、地域交通ﾈｯﾄﾜｰｸを再構築する

①我が国の国際交通ネットワークの競争力を
強化する

①大規模災害や老朽化への備えを万全なもの
とする

②地域の実情を踏まえた多様な交通サービス
の展開を後押しする

③バリアフリーをより一層身近なものにする

②地域間のヒト・モノの流動を拡大する

③訪日外客2000万人の高みに向け、観光施策
と連携した取組を強める

②交通関連事業の基盤を強化し、安定的な運
行と安全確保に万全を期する

③交通を担う人材を確保し、育てる

施
策
の
目
標

④旅客交通・物流のサービスレベルをさらなる
高みへ引き上げる

④我が国の技術とノウハウを活かした交通ｲﾝﾌ
ﾗ・ｻｰﾋﾞｽをグローバルに展開する

④さらなる低炭素化、省エネ化等の環境対策
を進める

【関係者の責務・連携】(8～12､27条)
【総合的な交通体系の整備】(24条)
【調査・研究】(28条)

①適切なフォローアップを行いつつ、国民・利用者の視点に立って交通に関する施策を講ずる

②国、自治体、事業者、利用者、地域住民等の関係者が責務・役割を担いつつ連携・協働する

基本法上の国の施策
施策の推進に当たって特に留意すべき事項

【調査 研究】(28条)
【技術の開発及び普及】(29条)
【国民の立場に立った施策】(31条) ③ICT等による情報の活用をはじめとして、技術革新によるイノベーションを進める

④2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催とその後を見据えた取組を進める 2


